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総 務 部 

財 政 部 



令和４年第４回徳島市議会定例会 

（提出議案等） 

１ 予算議案（７件） ※先議を必要とするもの 

※① 令和４年度徳島市一般会計補正予算（第５号） 

※② 令和４年度徳島市旅客自動車運送事業会計補正予算（第２号） 

③ 令和４年度徳島市一般会計補正予算（第６号） 

④ 令和４年度徳島市食肉センター事業特別会計補正予算（第１号） 

⑤ 令和４年度徳島市商業観光施設事業会計補正予算（第２号） 

⑥ 令和４年度徳島市水道事業会計補正予算（第２号） 

⑦ 令和４年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第１号） 

 

２ 条例議案（７件）  

① 徳島市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改

正する条例を定めるについて 

② 徳島市個人情報の保護に関する法律施行条例を定めるについて 

③ 徳島市特別職の指定等に関する条例を定めるについて 

④ 職員の高齢者部分休業に関する条例を定めるについて 

⑤ 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例を定め

るについて 

⑥ 徳島市手数料条例の一部を改正する条例を定めるについて 

⑦ 徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する条例を定めるについて 

 

３ 単行議案（18件）  

① 市道路線の廃止について《２路線》 

② 市道路線の認定について《11路線》 

③ 工事請負契約の締結について《新浜ポンプ場２号雨水ポンプ設備改築工事》 

④  工事請負契約の締結について《中央公民館外解体工事》 

⑤  定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について《小松島市》 
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⑥  専決処分の承認について《令和４年度徳島市一般会計補正予算（第４号）》 

⑦～⑱ 指定管理者の指定について《徳島市丈六コミュニティセンター外 11件》 

 

４ 報告（12件）  

① 専決処分の報告について《調停案の受諾について（家屋明渡等：住宅課）》 

② 専決処分の報告について《調停案の受諾について（家屋明渡等：住宅課）》 

③ 専決処分の報告について《調停案の受諾について（家屋明渡等：住宅課）》 

④ 専決処分の報告について《調停の申立てについて（家屋明渡等：住宅課）》 

⑤ 専決処分の報告について《調停の申立てについて（家屋明渡等：住宅課）》 

⑥ 専決処分の報告について《調停の申立てについて（家屋明渡等：住宅課）》 

⑦ 専決処分の報告について《訴訟の提起について（車両撤去土地明渡：住宅課）》 

⑧ 専決処分の報告について《損害賠償額の決定について（物損事故：道路維持課）》 

⑨ 専決処分の報告について《損害賠償額の決定について（物損事故：障害福祉課）》 

⑩ 専決処分の報告について《工事請負契約の変更について（四国横断自動車道周辺対策事

業富吉排水機場ポンプ設備工事：広域道整備課）》ああ 

⑪ 専決処分の報告について《工事請負契約の変更について（田宮西ポンプ場５号雨水ポン

プ設備工事：河川水路課）》ああ 

⑫ 専決処分の報告について《工事請負契約の変更について（矢三西住宅新築工事：住宅

課）》 
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５ 追加提出予定議案  

① 条例議案（４件） 

⑴ 徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を定める

について 

⑵ 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を定める

について  

⑶ 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を定めるについて 

⑷ 徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の一部を改正する条例 

を定めるについて 

② 予算議案（３件） 

⑴  令和４年度徳島市一般会計補正予算（第７号） 

⑵ 令和４年度徳島市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

⑶  令和４年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第２号） 

 

③ 人事議案（２件） 

⑴ 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

⑵ 公平委員会委員の選任について 
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一般会計補正予算（第５号） 

【歳入】   （単位 千円） 

款 補正前の額 補 正 額 計 

15 国 庫 支 出 金 26,983,617 493,870 27,477,487 

22 繰 越 金 42,292 384,316 426,608 

歳 入 合 計 111,203,880 878,186 112,082,066 

 

【歳出】 （単位 千円） 

款 補正前の額 補 正 額 計 

補 正 額 の 財 源 内 訳 

特 定 財 源 
一般財源 

国 ・ 県 地方債 その他 

３ 民 生 費 54,122,737 513,005 54,635,742 128,689   384,316 

６ 農林水産業費 1,144,438 183,057 1,327,495 183,057    

８ 土 木 費 11,649,865 177,256 11,827,121 177,256    

10 教 育 費 9,109,569 4,868 9,114,437 4,868    

歳 出 合 計 111,203,880 878,186 112,082,066 493,870   384,316 

 

《歳出款別事業別》 

◎ 民 生 費 【 ５１３，００５千円】 

⑴ 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費 ８１，１０３千円 

⑵ 子育て世帯物価高騰対策支援事業費 ３８４，３１６千円 

⑶ 教育・保育施設等給食費補助 ４７，５８６千円 

 

◎ 農林水産業費 【 １８３，０５７千円】 

⑴ 農林漁業者物価高騰対策支援事業費 １８３，０５７千円 

 

◎ 土 木 費 【 １７７，２５６千円】 

⑴ 地域公共交通等応援事業費 １７７，２５６千円 

 

◎ 教 育 費 【 ４，８６８千円】 

⑴ 学校給食費支援事業補助 ４，８６８千円 

 

 

 

 

 

令和４年度 12月補正予算会計別総括表 
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旅客自動車運送事業会計補正予算（第２号） 

【収益的収入】    （単位 千円） 

款 項 既決予定額 補正予定額 計 

１ 
旅客自動車運送 

事 業 収 益 

 
519,696 32,580 552,276 

 ２ 営 業 外 収 益 339,473 32,580 372,053 

 

◎ 営業外収益 ------- 新型コロナ・物価高騰対策に係る応援金の受入に伴う所要の補正 

３２，５８０千円 

 

一般会計補正予算（第６号） 

【歳入】   （単位 千円） 

款 補正前の額 補 正 額 計 

15 国 庫 支 出 金 27,477,487 1,477,716 28,955,203 

16 県 支 出 金 8,975,361 204,806 9,180,167 

21 市 債 8,474,700 72,100 8,546,800 

22 繰 越 金 426,608 262,673 689,281 

歳 入 合 計 112,082,066 2,017,295 114,099,361 

 

【歳出】 （単位 千円） 

款 補正前の額 補 正 額 計 

補 正 額 の 財 源 内 訳 

特 定 財 源 
一般財源 

国 ・ 県 地 方 債 その他 

２ 総 務 費 8,934,020 77,432 9,011,452 55,065   22,367 

３ 民 生 費 54,635,742 330,381 54,966,123 234,800   95,581 

４ 衛   生   費 11,667,738 1,142,649 12,810,387 1,091,147   51,502 

６ 農林水産業費 1,327,495 204,800 1,532,295 136,000 60,700  8,100 

７ 商 工 費 2,017,569 152,333 2,169,902 152,333    

８ 土 木 費 11,827,121 23,780 11,850,901 1,320 11,400  11,060 

９ 消 防 費 2,994,775 9,600 3,004,375     9,600 

10 教 育 費 9,114,437 76,320 9,190,757 11,857   64,463 

歳 出 合 計 112,082,066 2,017,295 114,099,361 1,682,522 72,100  262,673 

 

《歳出款別事業別》 

◎ 総 務 費 【  ７７，４３２千円】 

⑴ 庁舎管理費（光熱水費・燃料費） ２１，４４６千円 

⑵ 支所管理費（光熱水費） ９２１千円 

⑶ シビックセンター指定管理業務継続支援事業費 ２，５３０千円 
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⑷ 新浜交流センター指定管理業務継続支援事業費 ３４８千円 

⑸ 渭北福祉館指定管理業務継続支援事業費 ３８６千円 

⑹ 徳島ガラススタジオ指定管理業務継続支援事業費 １，３１９千円 

⑺ 住民基本台帳ネットワークシステム改修費 ５０，４８２千円 

 

◎ 民 生 費 【 ３３０，３８１千円】 

⑴ 生涯福祉センター指定管理業務継続支援事業費 ２３，４２７千円 

⑵ 障害福祉サービス給付費 ２３５，６３０千円 

⑶ 更生医療給付費 ２４，０８６千円 

⑷ 移動支援事業費 １５，５１５千円 

⑸ 特別障害者手当給付費 ６，６０３千円 

⑹ 老人福祉施設管理運営費（光熱水費・燃料費） １６７千円 

⑺ 児童館運営費（光熱水費） ４，０９１千円 

⑻ 市立保育所等管理費（光熱水費・燃料費） ２０，８６２千円 

   

◎ 衛 生 費 【１，１４２，６４９千円】 

⑴ 夜間休日急病診療所指定管理業務継続支援事業費 ５８，９６６千円 

⑵ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 １，０１８，２０５千円 

⑶ 食肉センター事業特別会計繰出金 １３，９７６千円 

⑷ 葬斎場管理費（光熱水費・燃料費） ３，７２０千円 

⑸ じん芥収集車両関係費（燃料費） ６８９千円 

⑹ じん芥処理業務管理費（光熱水費） １，０５１千円 

⑺ 焼却炉関係費（光熱水費・燃料費）           ２４，８９４千円 

⑻ 廃棄物運搬中継施設管理費（光熱水費） ７０７千円 

⑼ し尿処理場費（光熱水費） ２０，４４１千円 

 

◎ 農林水産業費 【 ２０４，８００千円】 

⑴ 農村環境改善センター管理運営費（光熱水費） ２６５千円 

⑵ 健やか新鮮ブランド産地づくり事業費 １３６，０００千円 

⑶ 農地施設管理費(光熱水費・燃料費) １，０１５千円 

⑷ 排水施設補修費 ６５，１２０千円 

⑸ 団体営基盤整備促進事業費補助 ２，４００千円 

 

◎ 商 工 費 【  １５２，３３３千円】 

⑴ 商業観光施設事業会計補助金 １５２，３３３千円 

 

◎ 土 木 費 【 ２３，７８０千円】 

⑴ 公園管理費（光熱水費） ３，５７８千円 

⑵ 新町西地区市街地再開発事業費 １８，２７６千円 

⑶ 住宅管理費（光熱水費） １，９２６千円 
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◎ 消 防 費 【 ９，６００千円】 

⑴ 消防局及び消防署運営費(光熱水費・燃料費) ５，８７２千円 

⑵ 消防活動費（燃料費） ３，７２８千円 

 

◎ 教 育 費 【 ７６，３２０千円】 

⑴ 小学校一般管理費(光熱水費) ３５，２２５千円 

⑵ 中学校一般管理費(光熱水費) １４，６４８千円 

⑶ 高等学校一般管理費(光熱水費)              ３，９９４千円 

⑷ 幼稚園一般管理費(光熱水費) ２，８２７千円 

⑸ 徳島城博物館関係経費(光熱水費) １，８６２千円 

⑹ 動物園管理費(光熱水費) ５，９０７千円 

⑺ 体育施設指定管理業務継続支援事業費 １１，８５７千円 

 

◎ 繰越明許費補正（追加）  

⑴ 認定こども園整備事業                  ２４，２００千円 

⑵ 健やか新鮮ブランド産地づくり事業           １３６，０００千円 

⑶ 排水施設新設改良事業                 ４７８，９３２千円 

⑷ 流域治水対策事業                    ６５，０００千円 

⑸ 都市下水路事業                    ４２２，０５４千円 

⑹ 徳島外環状道路周辺対策事業              １４１，７００千円 

⑺ 四国横断自動車道周辺対策事業           １，２１７，９２２千円 

 

◎ 債務負担行為補正（追加） 

⑴ コミュニティセンター指定管理料 （限度額：125,284千円 期間：令和５年度～令和８年度） 

⑵ 親子ふれあいプラザ指定管理料    （限度額： 93,690千円 期間：令和５年度～令和９年度） 

⑶ 子育て安心ステーション指定管理料（限度額：102,315千円 期間：令和５年度～令和９年度） 

⑷ 産業支援交流センター指定管理料 （限度額：100,625千円 期間：令和５年度～令和９年度） 

⑸ 阿波おどり会館指定管理料    （限度額：485,755千円 期間：令和５年度～令和９年度） 

⑹ 徳島外環状道路周辺対策事業   （限度額：  8,500千円 期間：令和５年度） 

⑺ 四国横断自動車道周辺対策事業  （限度額：313,500千円 期間：令和５年度～令和７年度） 

 

食肉センター事業特別会計補正予算（第１号） 

【歳入】   （単位 千円） 

款 補正前の額 補 正 額 計 

３ 繰 入 金 85,376 13,976 99,352 

歳 入 合 計 152,780 13,976 166,756 

 

【歳出】   （単位 千円） 

款 補正前の額 補 正 額 計 

１ 事 業 費 152,480 13,976 166,456 

歳 出 合 計 152,780 13,976 166,756 
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◎ 事業費 --------------燃料費・光熱費の不足に伴う所要の補正         １３，９７６千円 

  

商業観光施設事業会計補正予算（第２号） 

【収益的収入】    （単位 千円） 

款 項 既決予定額 補正予定額 計 

１ 商 業 観 光 

施 設 事 業 収 益 

 
212,631  212,631 

 １ 索 道 営 業 収 益 16,064 △7,325 8,739 

 ２ 駐車場営業収益 178,218 △145,008 33,210 

 ３ 営 業 外 収 益 18,349 152,333 170,682 

 

指定管理者の経営支援を目的とした固定納付金の減免措置に伴う所要の補正 

◎ 索道営業収益 -------------------- △７，３２５千円 

◎ 駐車場営業収益------------ △１４５，００８千円 

◎ 営業外収益 -------------------- １５２，３３３千円 

        

水道事業会計補正予算（第２号） 

【収益的支出】    （単位 千円） 

款 項 既決予定額 補正予定額 計 

１ 水 道 事 業 費 用  4,921,631 20,000 4,941,631 

 １ 営 業 費 用 4,323,060 20,000 4,343,060 

 

◎ 営業費用 ---------- 第十浄水場ほか、各施設の動力費の不足に伴う所要の補正           

             ２０，０００千円 

 

市民病院事業会計補正予算（第１号） 

【収益的支出】    （単位 千円） 

款 項 既決予定額 補正予定額 計 

１ 病 院 事 業 費 用  11,469,358 97,800 11,567,158 

 １ 医 業 費 用 11,067,743 97,800 11,165,543 

 

◎ 医業費用 -----------光熱費の不足に伴う所要の補正            ９７，８００千円 
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令和４年度 １２月補正予算の概要 

 

 

                ※先議を必要とするもの        【  ８７８，１８６千円】 

 

(1) 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費                   ８１，１０３千円 

〈高齢介護課・障害福祉課・生活福祉第一課・第二課〉 

(2) 子育て世帯物価高騰対策支援事業費〈子育て支援課〉            ３８４，３１６千円 

(3) 教育・保育施設等給食費補助〈子ども政策課〉                ４７，５８６千円 

(4) 農林漁業者物価高騰対策支援事業費〈農林水産課〉              １８３，０５７千円 

(5) 地域公共交通等応援事業費〈地域交通課〉                  １７７，２５６千円 

(6) 学校給食費支援事業補助〈体育保健給食課〉                  ４，８６８千円 

 

 

                                   【２，０１７，２９５千円】 

 

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム改修費〈住民課〉             ５０，４８２千円 

(2) 障害福祉サービス給付費〈障害福祉課〉                  ２３５，６３０千円 

(3) 更生医療給付費〈障害福祉課〉                       ２４，０８６千円 

(4) 移動支援事業費〈障害福祉課〉                       １５，５１５千円 

(5) 特別障害者手当給付費〈障害福祉課〉                     ６，６０３千円 

(6) 新型コロナウイルスワクチン接種事業費〈健康長寿課〉         １，０１８，２０５千円 

(7) 食肉センター事業特別会計繰出金〈環境政策課〉               １３，９７６千円 

(8) 健やか新鮮ブランド産地づくり事業費〈農林水産課〉            １３６，０００千円 

(9) 排水施設補修費〈耕地課〉                         ６５，１２０千円 

(10)団体営基盤整備促進事業費補助〈耕地課〉                   ２，４００千円 

(11)商業観光施設事業会計補助金〈にぎわい交流課〉              １５２，３３３千円 

(12)新町西地区市街地再開発事業費〈都市建設政策課〉              １８，２７６千円 

(13) 指定管理業務継続支援事業費                        ９８，８３３千円 

（シビックセンター、新浜交流センター、渭北福祉館、徳島ガラススタジオ、 

生涯福祉センター、夜間休日急病診療所、体育施設） 

(14)光熱費・燃料費                             １７９，８３６千円 

（庁舎、支所、老人ルーム、児童館、市立保育所等、葬斎場、東・西環境事業所、 

農村環境改善センター、排水施設、公園、市営住宅、消防庁舎、小・中学校、 

高等学校、幼稚園、徳島城博物館、動物園） 

 

※ 繰越明許費補正（追加） 

(1) 認定こども園整備事業〈子ども政策課〉                  ２４，２００千円 

(2) 健やか新鮮ブランド産地づくり事業〈農林水産課〉            １３６，０００千円 

(3) 排水施設新設改良事業〈河川水路課〉                  ４７８，９３２千円 

一般会計補正予算（第５号） 

一般会計補正予算（第６号） 
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(4) 流域治水対策事業〈河川水路課〉                     ６５，０００千円 

(5) 都市下水路事業〈河川水路課〉                     ４２２，０５４千円 

(6) 徳島外環状道路周辺対策事業〈広域道整備課〉              １４１，７００千円 

(7) 四国横断自動車道周辺対策事業〈広域道整備課〉           １，２１７，９２２千円 

 

※ 債務負担行為補正（追加） 

(1) 指定管理料 

指定管理者の指定に伴い、令和５年度以降に指定管理料の支払義務が生じるため、債務負担行為を設

定する。 

  ① コミュニティセンター指定管理料〈市民協働課〉 

（限度額：１２５，２８４千円、期間：令和５年度～令和８年度） 

  ② 親子ふれあいプラザ指定管理料〈子育て支援課〉 

（限度額： ９３，６９０千円、期間：令和５年度～令和９年度） 

  ③ 子育て安心ステーション指定管理料〈子育て支援課〉 

（限度額：１０２，３１５千円、期間：令和５年度～令和９年度） 

  ④ 産業支援交流センター指定管理料〈経済政策課〉 

（限度額：１００，６２５千円、期間：令和５年度～令和９年度） 

  ⑤ 阿波おどり会館指定管理料〈にぎわい交流課〉 

（限度額：４８５，７５５千円、期間：令和５年度～令和９年度） 

 

(2) 徳島外環状道路周辺対策事業〈広域道整備課〉 

徳島外環状道路の建設に伴う周辺対策事業に係る発注者支援業務について、令和４年度中に契約を

締結、令和５年度までを期間として事業を実施するため、債務負担行為を設定する。 

（限度額：８，５００千円、期間：令和５年度） 

 

(3) 四国横断自動車道周辺対策事業〈広域道整備課〉 

高速道路の建設に伴い周辺対策として実施する小松１号水路改良工事に係る仮設工事等について、

令和４年度中に契約を締結、令和７年度までを期間として事業を実施するため、債務負担行為を設定

する。 

（限度額：３１３，５００千円、期間：令和５年度～令和７年度） 

 

 

【一般会計予算総額】

　補正前の額 補　正　額 計

１１１,２０３,８８０千円 ２,８９５,４８１千円 １１４,０９９,３６１千円

【一般会計補正予算の対前年度比較】 （単位　千円）

区　　分 令和３年度 令和４年度 増減額

　１２月　補正計上額 9,267,938 2,895,481 △ 6,372,457

　１２月　補正後予算額 117,044,556 114,099,361 △ 2,945,195
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原油価格・物価高騰等の影響により、食肉センターの燃料費・光熱費に不足が生じるため、所要の補正

を行う。 

１ 事業費･････････････････････････････････････････････････････････････････ １３，９７６千円 

 

 

 

 

  

 指定管理者の経営支援を目的として実施する固定納付金の減免措置に伴い所要の補正を行う。 

【収益的収入】 

１ 索道営業収益（索道収益）････････････････････････････････････････････････ △７，３２５千円 

２ 駐車場営業収益（駐車収益）･･････････････････････････････････････････ △１４５，００８千円 

３ 営業外収益（他会計補助金）････････････････････････････････････････････ １５２，３３３千円 

 

 

 

 

  

原油価格・物価高騰等の影響により、第十浄水場ほか、各施設の動力費に不足が生じるため、所要の補

正を行う。 

【収益的支出】 

１ 営業費用（原水及び浄水費）･･････････････････････････････････････････････ ２０，０００千円 

 

 

 

 

 

 

　補正前の額 補　正　額 計

１５２,７８０千円 １３,９７６千円 １６６,７５６千円

　補正前の額 補　正　額 計

２１２,６３１千円 ２１２,６３１千円

　補正前の額 補　正　額 計

４,９２１,６３１千円 ２０,０００千円 ４,９４１,６３１千円

商業観光施設事業会計補正予算（第２号） 

食肉センター事業特別会計補正予算（第１号） 

水道事業会計補正予算（第２号） 
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                       ※先議を必要とするもの 

 

新型コロナ・物価高騰対策に係る応援金の受け入れに伴い、所要の補正を行う。 

【収益的収入】 

１ 営業外収益（他会計補助金）･･･････････････････････････････････････････････３２，５８０千円 

 

 

 

 

 

原油価格・物価高騰等の影響により、市民病院の光熱費に不足が生じるため、所要の補正を行う。 

【収益的支出】 

１ 医業費用（経費）･･･････････････････････････････････････････････････････ ９７，８００千円 

 

 

 

 

　補正前の額 補　正　額 計

５１９,６９６千円 ３２,５８０千円 ５５２,２７６千円

　補正前の額 補　正　額 計

１１,４６９,３５８千円 ９７,８００千円 １１,５６７,１５８千円

市民病院事業会計補正予算（第１号） 

旅客自動車運送事業会計補正予算（第２号） 
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令和 4年第４回徳島市議会定例会 

（条例議案の概要説明） 

 

① 徳島市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改

正する条例を定めるについて 

１ 選挙運動に係る公費負担の限度額の改正 

公職選挙法施行令の改正に準じ，徳島市の議会の議員及び長の選挙における候補者

の選挙運動に係る公費負担の限度額を次のとおり改正する。 

    

区   分 
公費負担の限度額 

改 正 案 現   行 

選挙運

動用自

動車 

一般運送契約 現行どおり １日につき6万4,500円 

一般運

送契約

以外 

自動車借入

れ契約 

１日につき1万6,100円 １日につき1万5,800円 

燃料の供給

契約 

１日につき7,700円 １日につき7,560円 

運転手の雇

用契約 

現行どおり １日につき1万2,500円 

選挙運動用ビラの１枚当たり

の単価 

7円73銭 7円51銭 

選挙運動用ポスターの１枚当

たりの単価 

541円31銭にポスター

掲示場の数を乗じて得

た金額に31万6,250円

を加え，当該額をポス

ター掲示場の数で除し

て得た金額 

525円6銭にポスター掲

示場の数を乗じて得た

金額に31万500円を加

え，当該額をポスター

掲示場の数で除して得

た金額 
     

２ 施行期日等 

公布の日から施行し，施行日以後その期日を告示される選挙から適用する。 

 

② 徳島市個人情報の保護に関する法律施行条例を定めるについて 

個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）の改正により，個人情報保護制

度に係る規律が法に一元化されることに伴い，法の施行に関し必要な事項を定める。 
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１ 定義  

この条例において使用する用語は，法において使用する用語の例によることとし，

この条例で「実施機関」とは，市長，教育委員会，選挙管理委員会，公平委員会，監

査委員，農業委員会，固定資産評価審査委員会，公営企業管理者及び消防長をいう。 

２ 不開示情報から除く情報 

情報公開条例で開示することとされている公務員等の職務遂行に係る情報に含まれ

る当該公務員等の氏名については，法に規定する不開示情報から除外する。 

３ 開示請求に係る手数料等 

保有個人情報の開示請求に係る手数料は無料とし，保有個人情報の写しの交付を受

ける者は，写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。ただし，写

しの交付に係る文書が特定個人情報である場合において，経済的困難があると認める

ときは，規則で定めるところにより，当該費用を免除することができる。 

４ 開示決定等の期限 

保有個人情報の開示請求に対する開示決定等の期限は，当該開示請求があった日か

ら１５日以内とし，事務処理上の困難その他正当な理由があるときは，当該期間を３

０日以内に限り延長することができる。 

５ 運用状況の公表 

市長は，毎年度，各実施機関における法の運用状況を取りまとめ，公表しなければ

ならない。 

６ その他法の施行に関し必要な事項を定める。 

７ 関係条例の改正 

法の改正に伴い，次の条例において引用する法の条項を整備する等，所要の改正を

する。 

⑴ 徳島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 

   ⑵ 徳島市情報公開・個人情報保護審査会条例 

８ 関係条例の廃止 

  法の改正に伴い，徳島市個人情報保護条例を廃止する。 

９ 施行期日等 

⑴ 令和５年４月１日から施行する。 

⑵ 所要の経過措置を講ずる。 
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③ 徳島市特別職の指定等に関する条例を定めるについて 

地方公務員法の規定に基づき，市長を補佐する職について必要な事項を定める。 

１ 特別職の指定 

⑴ 市長が指定する直轄の特定重要施策について市長を補佐する職を特別職として指

定し，職名は政務監とする。 

⑵ 政務監の定数は１人とする。 

⑶ 政務監の任期は２年とし，再任を妨げない。 

２ 給料，期末手当，旅費及び退職手当 

⑴ 政務監の給料，期末手当及び旅費の額については，公営企業の管理者（医師であ

る病院事業の管理者を除く。）の例によるものとし，給料，期末手当及び旅費の支

給方法については，市長の事務部局の一般職の職員の例による。 

 ⑵ 政務監の退職手当の支給については，公営企業の管理者の例による。 

３ 関係条例の改正 

⑴ 徳島市常勤の特別職の職員の倫理に関する条例 

  本条例の適用範囲に政務監を加える。 

⑵ 徳島市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 

  政務監の市に対する損害賠償責任の限度となる額を基準給与年額に２を乗じて得

た額とする。 

４ 施行期日 

令和５年４月１日から施行する。 

 

④ 職員の高齢者部分休業に関する条例を定めるについて 

地方公務員法の規定に基づき，高齢者部分休業について必要な事項を定める。 

１ 高齢者部分休業 

⑴ 高齢者部分休業の承認は，１週間当たりの勤務時間の２分の１を超えない範囲内

で，３０分を単位として行うものとする。 

⑵ 高齢者部分休業を取得できる者は，６０歳に達した者とする。 

⑶ 職員が申請をする場合，当該申請において示す日は，６０歳に達した日の属する

年度の翌年度の４月１日以後の日でなければならない。 

２ 高齢者部分休業取得中の給与  
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職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には，その勤務しない１時間

につき，勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

３ 退職手当の取扱い 

高齢者部分休業の承認を受けた職員が１週間の勤務時間の一部について勤務しなか

った場合には，その勤務しなかった期間の２分の１に相当する期間を在職期間から除

算する。 

４ 承認の取消し又は休業時間の短縮 

任命権者は，高齢者部分休業の承認を受けている職員の業務を処理するための措置

を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは，高齢者部分

休業の承認を取り消し，又は休業時間を短縮することができる。 

５ 休業時間の延長 

任命権者は，高齢者部分休業の承認を受けた職員から休業時間の延長の申出があっ

た場合で公務の運営に支障がないと認めるときは，当該職員に係る休業時間の延長を

承認することができる。 

６ 規則への委任 

この条例に定めるもののほか，職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は，規則で

定める。 

７ 関係条例の改正 

  次の条例において，給与の減額の取扱いに高齢者部分休業に関する規定を追加する。 

⑴ 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 

⑵ 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例 

８ 施行期日 

令和５年４月１日から施行する。 

 

⑤ 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例を定め

るについて 

地方公務員法の改正により，定年年齢が引き上げられること等に伴い，本市の関係条

例の改正等をする。 

１ 徳島市職員の定年等に関する条例の一部改正 

⑴ 職員の定年年齢を６５歳（現行 原則６０歳）とする。 
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⑵ 管理監督職として勤務している職員については，管理監督職として勤務できる上

限年齢を６０歳とする等，管理監督職勤務上限年齢制に関する規定を整備する。 

⑶ ６０歳に達した日以後に退職した職員を，定年前再任用短時間勤務職員として再

任用できる規定を整備する。 

⑷ 職員が６０歳に達する年度の前年度において，６０歳に達する日以後に適用され

る任用及び給与に関する内容等の情報を提供するとともに，同日の翌日以後におけ

る勤務の意思を確認するよう努めるものとする。 

２ 徳島市職員の給与に関する条例の一部改正 

 ⑴ 当分の間，職員が６０歳に達した日後における最初の４月１日（以下「特定日」

という。）の給料月額は，当該職員に適用される給料表の給料月額のうち職務の級

及び号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額とする。 

 ⑵ 管理監督職勤務上限年齢に達したことにより降任等をされた職員であって，特定

日の給料月額が，当該降任等をされた日の前日の給料月額に１００分の７０を乗じ

て得た額に達しないものには，当分の間，当該差額に相当する額を支給する。 

 ⑶ 規則で定める管理又は監督の地位にある職員については，給料月額に１００分の

２５を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当

等の基礎額に加えることができる。 

３ 職員の退職手当に関する条例の一部改正 

 ⑴ ６０歳に達した日以後にその職員の非違によることなく退職した場合の退職手当 

の基本額は，当分の間，定年退職した者等に対する退職手当の基本額に係る規定を

準用する。 

⑵ 前記２の⑴による給料月額の改定は，給料月額の減額改定に該当しないものとす

る。 

⑶ 国家公務員退職手当法の運用方針等の改正に伴い，フルタイム会計年度任用職員

に係る退職手当の支給要件のうち，１月間に１８日以上勤務することについて，１

月間におけるフルタイム会計年度任用職員の勤務日数が２０日に満たない場合は，

１８日から２０日と当該勤務日数との差に相当する日数を減じた日数以上勤務する

こととする。 

４ 関係条例の改正 

  次の条例において，「再任用短時間勤務職員」及び「再任用職員」の用語を「定年
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前再任用短時間勤務職員」に改める等，所要の改正をする。 

⑴ 徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例 

⑵ 徳島市職員の勤務時間に関する条例 

⑶ 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 

⑷ 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例 

⑸ 職員の特殊勤務手当に関する条例 

⑹ 徳島市職員給与等支払特別会計条例 

⑺ 教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 

⑻ 徳島市職員互助団体に関する条例 

⑼ 職員の育児休業等に関する条例 

⑽ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例 

⑾ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 

⑿ 徳島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

⒀ 徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例 

５ 関係条例の廃止 

    現行の再任用制度を廃止することに伴い，徳島市職員の再任用に関する条例を廃止

する。 

６ 施行期日等 

⑴ 令和５年４月１日から施行する。ただし，前記２の⑶及び前記３の⑶については，

公布の日から施行する。 

⑵ 前記２の⑶については，令和４年６月１日から適用し，前記３の⑶については，

令和４年１０月１日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計

算について適用する。 

⑶ 定年年齢を２年に１歳ずつ段階的に引き上げる等，所要の経過措置を講ずる。 

 

⑥ 徳島市手数料条例の一部を改正する条例を定めるについて 

１ 規定の整備 

⑴ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の改正により，建築

物エネルギー消費性能向上計画及び低炭素建築物新築等計画の認定申請の単位が建

築物全体，非住宅全体又は住宅全体に変更されたことに伴い，一住戸を対象とする
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認定申請に係る規定を整備する。 

⑵ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い，本条例において

引用する当該法律の題名を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」

に改める。 

２ 施行期日 

前記１の⑴については公布の日から，前記１の⑵については脱炭素社会の実現に資

するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律

附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

 

⑦ 徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する条例を定めるについて 

１ 条例の廃止 

住宅新築資金等貸付事業に係る地方債の償還が完了することに伴い，徳島市住宅新

築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する。 

２ 施行期日等 

⑴ 令和５年４月１日から施行する。 

⑵ 廃止前の徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計に係る令和４年度の歳入及び歳

出並びに決算に関しては，なお従前の例による。 
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